
熊本市医療対策課 

6



※支給認定世帯（患者本人及び同じ医療保険に加入している者）とは 

 支給認定世帯（患者本人及び同じ医療保険に加入している者）の所得状況や治療状況に応じて、 

以下のとおり自己負担上限額（月額）が設定されています。 

       支給認定世帯 
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